
介護労働者の労働条件等について

労働基準監督署

1

説明内容

１ 労働条件の明示
２ 労働時間の上限規制・時間外労働
３ 月60時間超の時間外労働に対する割増賃金率
４ 労働時間の適正な把握
５ 年次有給休暇
６ 最低賃金
７ エイジフレンドリーガイドライン



2

労働条件の明示（労働基準法第15条、パートタイム・有期雇用労働法第６条）
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シフト制労働者に対する労働条件の明示

シフト制労働契約で定めることが考えられる事項

前頁の明示事項に加えて、トラブルを防止する観点から、シフト制労働契約では、シフトの作成・変

更・設定などについても労使で話し合って以下のようなルールを定めておくことが考えられます（作

成・変更のルールは、就業規則等で一律に定めることも考えられます）。

令和４年１月７日「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行うための留意事項」

より
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労働時間の上限規制（労働基準法第32条、第36条）



5
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労働時間の適正把握（労働基準法第32・37条など）
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年次有給休暇（労働基準法第39条）
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厚生労働省パンフレット
「介護労働者の労働条件の確保・改善のポイント（R3.3）」
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兵庫県最低賃金について
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対策例


